
聞きました

調査方法
●調査対象事業所 常用従業員５人以
上の市内民間事業所を対象として、
2,000事業所を無作為に選び、調査票
郵送による記名アンケートを行いま
した。回答事業所は684事業所で、
有効回答率は42.2 (前回33.9 )。

●調査時期 平成11年７月１日現在
●調査項目 従業員数や賃金、労働時
間、育児・介護休業制度など21項目
と、パートタイマーについて年齢別
構成や賃金など９項目。

ポイントその２

１週間の所定労働時間が「40時間以下」の事業所
が全体の88.7％を占め、前回調査の43.9％と比較し
て、大幅に時間短縮が進んでいることが伺えます。
所定外労働時間も減少傾向にあり、１週間で「５

時間未満」とする事業所が50.9％を占めました。
また、週休二日制を何らかの形態で実施している

事業所は93.3％。そのうち「毎週」という事業所は
38.4％ありました。

労働時間
週40時間以下が大幅に増える

ポイントその３

常用従業員の平均賃金は、男性は平均年齢42.1歳
で29万9千円、女性は平均年齢35.5歳で18万9千円と
なっています。前回調査の男性30万4千円(平均年齢
40.7歳)、女性20万7千円(同35.9歳)に比べ、賃金は下
がり、男女間の格差が大きくなっています。

賃　金
やや減額し、男女格差が拡大

ポイントその４

新規に従業員を採用した事業所は28.8％と、前回
調査の45.7％に比べ大幅に減少しています。しかし、
常用従業員に占める新規採用者の割合は6.9％と前
回調査より2.6ポイント増加しており、企業間で好
不調の格差が拡大していることが推測されます。
新規採用者のうち中高年齢者の割合は19.3％で前

回調査から8.4ポイント増加しましたが、新規学卒
者の割合は51.4％で14.7ポイント減少しました。特
に高校生の減少が大きくなっています。
また、今後１年間に従業員を採用する予定の事業

所は21.9％にとどまっています。

採用状況
新規学卒者の割合が減少

ポイントその５

684事業所中、平成10年度の育児休業取得者は72
人、介護休業取得者はわずか６人となっています。
なお、休業中に賃金を支給しない事業所が約７割を
占めています。(平成11年４月１日から介護休業制
度が義務化されました)

育児・介護休業制度
育児休業取得者は72人

ポイントその６

パートタイマーを雇用している事業所は39.2％。
男女比率は男性12.2％、女性87.8％で、女性の占め
る割合が増加しています。全従業員に占める割合は、
パートタイマーが10.8％、臨時従業員が4.6％。

パートタイマー
約４割の事業所で雇用

高校 各種学校 大学短大高専 その他Ｕターン者 中高年齢者
0

10

20

30
％

28.7

18.1
15.5

8.3 9.3 10.8
12.614.2

2.9 3.3

10.9

20.1

26.0

19.3

新規採用者の内訳
(構成比) ８

年
度

11
年
度

週間所定内労働時間

20 40 60 100％800

平成11年度

平成８年度

88.7

43.9

11.3

56.1

40時間以下 40時間超

平均賃金の男女比較　単位：千円

10050 300千円0

274

基準内賃金 基準外賃金

男性

男性

女性

女性

150 200 250

272

192

177

15

12

32

25 計299

計189

計304

計207

11
年
度

８
年
度

10

パー
セント

パー
セント


